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第１章 はじめに 

１-1. 計画策定の背景と目的 

 

（１）立地適正化計画制度の背景 

〇人口減少・高齢化社会に対応した「コンパクトなまちづくり」の考え方の提示 

・近年、人口の急激な減少や高齢化社会の到来によって、高齢者や子育て世代にとって安心

できる健康で快適な生活環境を実現することや、財政面及び経済面において持続可能な都

市経営を可能とすることなどが課題となっており、それらを解決する考え方として「コン

パクトなまちづくり」が求められています。 

・こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめと

する住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通な

ども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考

えで進めていく必要があります。 

 

〇コンパクトなまちづくりを実現するための「緩やかな誘導」の考え方の創設 

・人口減少・高齢化社会に対応した持続的な都市経営を目指すコンパクトなまちづくりの実

現に向けて、病院、商業施設といった生活利便施設や公共施設などの「都市機能」や「居

住機能」の緩やかな立地誘導の方針を位置づける「立地適正化計画」を市町村が作成でき

る仕組みが創設されました（平成 26年６月公布 改正都市再生特別措置法）。 

・この新しい仕組みの活用によって、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトな

まちづくりに取り組んでいくことが期待されています。 

 

 

 

  

□立地適正化計画制度について 

※中国地方整備局 都市住宅整備課「立地適正化計画制度によるコンパクトなまちづくり」(平成 28 年 8 月)より抜粋 
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（２）府中市における立地適正化計画策定の目的 

〇まちづくり実現へ向けた今後の施策展開の基礎となる「都市機能・居住の立地方針」の提示 

・まちづくりを進めていくにあたっては、都市計画マスタープランに則り、都市計画に基づ

いた用途地域の指定や都市計画道路等事業などを行っていくことで、土地利用のコントロ

ールや基盤整備を実施することとなります。 

・しかし、人口減少・少子高齢化が進展している近年では、民間の開発圧力が低く、従来の

都市計画における「許可・規制」「事業」のみでは望ましい土地利用の実現が難しく、ま

ちづくりを進めていく上での課題となっていました。 

・そこで本市では、上記の課題を解決し、より具体的な都市機能や居住機能の「誘導」を進

める上での基礎となる方針を提示することを目的として、本計画を策定します。 

・本計画においては、次のような事柄を提示し、今後の具体施策の展開につなげていきます。 

〇 誘導していきたい市街地像（都市機能区域・居住誘導区域それぞれの誘導方針） 

〇 機能の望ましい立地場所 （都市機能誘導区域、居住誘導区域） 

〇 立地を促進していく機能 （都市機能誘導区域内に指定する誘導施設） 

 

 

 

 

・立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や商業・医療等の都市機能の立地、公共交通の充

実等に関する包括的なマスタープランとして策定する計画であり、都市再生特別措置法第 82 条に基

づき、都市計画マスタープランの一部とみなされます。（都市計画運用指針より） 

・このほか、地方創生に係る総合戦略や人口ビジョン、都市計画以外の分野別の計画とも整合した計画

とする必要があります。 

 

 

  

第４次府中市総合計画

府中市都市計画
マスタープラン

他分野の関連計画

用途地域等
の運用による
「許可・規制」

立地適正化計画

都市機能、
居住の
「誘導」

実
現
手
段

道路等の
「事業」

◯総合戦略

◯人口ビジョン

◯地域公共交通総合連携計画

◯公共施設等総合管理計画

◯第6期高齢者保健福祉総合計画・
介護保険事業計画

◯地域福祉計画

◯地域医療再生計画

◯地域防災計画

など

連携

整合

連携

整合

□府中市における計画の位置づけ 



第１章 はじめに 
 

 

- 1-3 - 

１-２. 計画の前提 

（１）計画区域 

・立地適正化計画は、都市計画区域について定めることとなっています（都市再生特別措置

法第 81条第 1項）。 

・本市では、都市全体を見渡す観点から市域全域を計画区域としてまちづくりの方針を記載

します。 

・ただし、計画策定後に届出等の手続きの対象になる法定計画の区域は、府中市都市計画区

域内のみとします。 

 

 

 

（２）目標年次・計画の見直し 

・本計画は、概ね 20 年後の将来を見据え、平成 47 年（2035 年）を目標年次として、

都市計画マスタープランで掲げた将来都市構造の実現を目指します。 

・また、都市計画マスタープランの改訂や、社会経済情勢や関連計画の変化等を踏まえて、

概ね 5年を目処に本計画の基本的な考え方などを随時見直していくものとします。 

 

 

 

 

□都市計画マスタープランと整合した見直しイメージ 

□計画区域 

府中市都市計画区域 

＝都市再生特別措置法に基づく 

法定計画の部分（届出対象） 

※府中市都市計画区域外 

＝府中市の任意の計画部分 
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（３）定めるべき事項 

・本計画は、2種類の区域を記載するほか、基本的な方針、その他必要な事項を記載するこ

ととなっています（都市再生特別措置法第 81条第２項）。 

 

 

 

１）住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針  

 

２）都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」という。）及び居住環境の

向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するため

に市町村が講ずべき施策に関する事項  

 

３）都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」という。）及び当

該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設（以下「誘導施設」

という。）並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘

導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項（次号に掲げるもの

を除く。）  

 

４）都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項 

 

イ 誘導施設の整備に関する事業 

 

ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、 

市街地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業 

 

ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な 

事務又は事業 

 

五  第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項  

 

六  前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために 

必要な事項 

□定めるべき事項 
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府中市の現況と課題 
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現在の市街化区域 この時期に

整備された住宅団地

この時期に

整備された住宅団地

この時期に

整備された工業団地

-
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昭
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２
５

昭
３
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昭
３
５

昭
４
０

昭
４
５

昭
５
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昭
５
５

昭
６
０

平
２

平
７

平1
2

平1
7

平2
2

平2
7

平3
2

平3
7

平4
2

平4
7

平5
2

戦前 戦後

団塊世代誕生

現在の総人口は
戦前と同水準

・現在の府中町、出口町を中心に高密度でコンパクトな市街地が形
成されていました。

・現在のＪＲ福塩線は昭和13年に全線開通していますが、府中町・
出口町といった既成市街地をよける形で整備されたため、当時の
府中駅は市街地の外側に位置していました。

・中心部の市街地の外側には、山間の平地に集落が点在していまし
た。高木・中須町周辺も、平坦な土地において同様に集落が点在
する地域となっていました。

※国土地理院の電子地形図25000『府中』『新市』（2007年）

を掲載

団塊Jr誕生

昭
和
22
年
：人
口
増
加
開
始
時
期
の
市
街
地

昭
和
50
年
：人
口
ピ
ー
ク
時
の
市
街
地

近
年
の
市
街
地

・人口増加に合わせ、見晴団地、広谷団地、緑ヶ丘団地、南宮台団
地など山を切り開いて住宅団地の整備が進められました。

・高木・中須町周辺の農地が、工場や住宅として宅地化され、急激
に市街地が拡大しました。この時期に、高木・中須町周辺におい
て住・工・農の混在した市街地が形成されました。

・一方で、市街地から離れた父石町などの集落では、市街地の大き
な変化は見られません。

・高木・中須町の宅地化がより一層進み、市街地が現在の大きさまで
広がっていきました。

・平成に入ってからも山を切り開く整備が進められ、鵜飼工業団地、
桜が丘団地が完成しています。

・市街地が拡大する一方で、人口は昭和50年頃以降減少傾向が続き、
近年では戦前と同程度にまで減少しています。

N
0 1 2 km

※国土地理院の電子地形図25000『府中』『新市』（1975年）

を掲載

N
0 1 2 km

※国土地理院の電子地形図25000『府中』『新市』（1947年）

を掲載

N
0 1 2 km

第２章 府中市の現況・課題 

 

２-1. 市街化の経緯 

 

   ◯地形によりコンパクトな市街地が形成 

・府中市の市街地は、人口増加にあわせて拡大してきましたが、周囲を山や川に囲まれ

た地形特性によって拡大できる規模が限られていました。 

・そのため、結果として現在の市街地は、旧市街地（府中・出口町周辺）と新市街地（高

木・中須町周辺）が連続する比較的コンパクトな規模だと捉えることができます。 

・一方で、市街地が急激に拡大したことで計画的な市街地形成が誘導できず、現在まで

市街地の広い範囲にわたって住・工・農の混在した土地利用が残っています。 

 

□旧府中市の市街地の変遷 

※国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（平成 25 年 3 月推計）より □旧府中市の人口推移 
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２-2.人口の動向 

（1） 転出・転入の状況 

◯若者を中心とした福山市への転出超過 

・福山市へ転出超過となっており、特に 20代でその傾向が強くなっています。 

・また、女性については、60歳以上においても転出超過の傾向が強くなっています。 

・転出の主な理由は仕事の関係や結婚となっています。 

 

  

 

※住民基本台帳移動報告より 

※平成 27 年市民意識調査（アンケート）より 

□府中市の転出入数の状況（平成 26 年） 

□府中市からの転出理由 



第 2章 府中市の現況と課題 
 

 

- 2-3 - 

 

（2） 備後圏域における人口推移 

◯備後圏域の人口の受け皿となっている福山市 

・府中市では人口減少傾向が続く一方、福山市は人口が増加しています。 

・尾道市を含む備後圏域内の 3都市全体では、近年人口がほぼ横ばいで推移しています。 

・以上より、流出した人口は福山市等の近郊に留まっていると考えられます。 

 

 

◯備後圏域の働く場となっている府中市 

・福山市へ人口流出している一方で、府中市の昼夜間人口比率は 100%を超え、府中市

内から福山市への通勤者よりも福山市から府中市内への通勤者のほうが多くなってい

ます。 
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昭
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昭
４
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昭
５
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５
５

昭
６
０

平
２
平
７
平
１
２

平
１
７

平
２
２

万

福山市 尾道市 府中市 合計

増加

減少

減少

万人

5,048人

4,180人

6,505人

6,666人

4,692人

2,906人

489人
367人

1,869人

2,798人
107人

134人

1,238人

1,372人

□備後圏域における市町間の通勤者の状況（平成 22 年） 

□府中市・福山市・尾道市の人口推移 

※国勢調査より 

※平成 22 年国勢調査より 
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（3） 市全体の人口推移 

 ◯人口減少と高齢化の進行 

・65歳以上人口に関しては、平成 32年頃までは増加する見込みとなっています。 

・長期的にはいずれの年齢層においても人口が減少する見込みとなっています。 

 （H47-H27年比で、0～14歳人口は約 41.9％減、 15～64歳人口は約 31.8％減、

65歳以上人口は約 11.5％減） 

・高齢化率は今後上昇し続け、平成 47年には 42.3％となる見込みとなっています。 

  

 

 

 

 

  

6,667 5,826 5,089 4,392 3,769 3,253 2,827 2,550 2,349
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24,290
21,424
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H52
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0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

□年齢３区分別推計人口 

※国勢調査（平成 22 年）、国立社会保障・人口問題研究所（平成 25 年 3 月推計）より 

※平成 12 年（2000 年）は、旧府中市と旧上下町を合算した値 

□年齢３区分別推計人口比 

※国勢調査（平成 22 年）、国立社会保障・人口問題研究所（平成 25 年 3 月推計）より 

※平成 12 年（2000 年）は、旧府中市と旧上下町を合算した値 
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（4） 地域別の人口動向 

◯急激な人口減少が進む府中・出口町周辺 

・戦前にまとまった市街地を形成していた 

府中・出口町周辺の旧市街地では、人口増加

時期である昭和 40 年頃以降、著しい人口

減少が続いています。 

 

・一方で、戦後市街地が拡大した高木・中須町

周辺の新市街地においては、人口増加時期

以降、ほぼ横ばいに推移し、一定の人口が維

持されています。 

・また、周辺の集落市街地においては、幾分か

人口減少の影響が見られるものの、緩やか

に推移しており、ほかの地域に比べて人口

変動の少ない地域となっています。 

 

  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

府中町等旧市街地 高木町等新市街地

市街化区域縁辺部 旧府中市集落市街地

旧上下町集落市街地

府中・出口町周辺 高木・中須町周辺

都計区域内集落市街地 旧府中市集落市街地

旧上下町集落市街地

□地区別の人口推移 

※国勢調査、府中市統計要覧より 

高木・
中須町周辺

府中・
出口町周辺

都市計画区域内
集落市街地

旧府中市
集落市街地

旧上下町

集落市街地

都市計画区域

市街化区域

上下
都市計画区域

府中市
都市計画区域

□地区区分図 
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○市内の住み替え先となっている高木・中須町周辺 

・高木・中須町周辺の新市街地は、他地域と比べて転居・転入者が多く見られます。 

・また 18歳未満を含む核家族世帯が多くなっています。 

 

 

 

 

 

  

0

200
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800

1000

1200

1400

1600

府中市内から転居 市外から転入

府中・出口町

周辺

高木・中須町

周辺

都計区域内

集落市街地

旧府中市

集落市街地

旧上下町

集落市街地

0

200

400

600

800

1,000

1,200

18歳未満のいる

核家族世帯

18歳未満

のいる3世代等の世帯

府中・出口町
周辺

高木・中須町
周辺

都計区域内
集落市街地

旧府中市
集落市街地

旧上下町
集落市街地

□過去 5 年間に転居・転入してきた人口（平成 22 年） 

□18 歳未満のいる世帯数（平成 22 年） 

※国勢調査より 

※国勢調査より 
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○今後も地縁者を中心に居住が継続される集落市街地 

・集落市街地では、今後も住み続けたい理由として、地縁に関わる理由が多く挙げられて

います。 

・30代以降の転出傾向が弱まる世代も一定数居住しており、今後も居住が継続されると

考えられます。 
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32%

緑や自然が豊か

15%

治安が良い

6%

自然災害の危険性が低い
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以
上

旧府中市集落市街地 旧上下町集落市街地

※市全体の傾向として
転出が多く見られる年代

※平成 28 年市民アンケートより 

※国勢調査より 

□集落市街地に住み続けたい理由 

□集落市街地の居住人口（平成 22 年） 
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（5） 人口集中地区（DID地区）の変遷 

◯DID地区拡大と低密度化の同時進行 

・府中市におけるDID地区は 1970年以来、府中駅および鵜飼駅周辺から徐々に 

福山方面へと拡大してきました。 

・一方、DID地区内の人口密度については、地区の拡大とともに年々減少しており、 

2010年時点では 1970年の半分程度となっています。 

・なお、1995年以降、周縁部で部分的なDID地区の縮小が見られます。 

 

 

 

  

□人口集中地区（DID 地区）の変遷 

1970
（昭45）

1975
（昭50）

1980
（昭55）

1985
（昭60）

1990
（平2）

1995
（平7）

2000
（平12）

2005
（平17）

2010
（平22）

DID人口（人） 23,531 23,635 24,398 22,884 24,474 25,230 23,378 21,984 20,859 

DID面積（k㎡） 3.2 4.0 4.9 4.8 6.0 7.0 6.5 6.5 6.4 

人口密度（人／k㎡） 7,353 5,909 4,979 4,768 4,079 3,604 3,602 3,408 3,275 73.5（人/ha) 59.1 49.8 47.7 40.8 36.0 36.0 34.1 32.8

※国勢調査より 

N
0 0.5 1.0 km
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（6） 人口分布の状況 

◯密度分布に粗密のある市街地 

・現在、府中・出口町周辺の旧市街地では、人口密度の高い地域が連担して広がって 

います。 

・一方、高木・中須町周辺の新市街地では、高密度な地域と低密度な地域が混在する 

粗密のある密度分布となっています。 

 

 

 

 

 

  

□100ｍメッシュ毎の人口密度（平成 22 年） 

N
0 0.5 1.0 km
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◯全体的に低密度化が進む市街地 

・このままの趨勢が続くと、府中・出口町周辺においても人口密度が減少し、市街地全体

において人口密度がまばらになると予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

□100ｍメッシュ毎の人口密度（平成 47 年） 

N
0 0.5 1.0 km
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２-3.都市基盤 

（1） 道路の整備状況 

○都市計画道路の整備が進む中心市街地 

・府中・出口町周辺では、中心市街地の骨格を形成する道路が計画されており、概ね都市

計画道路の整備が完了しています。 

・高木・中須町周辺では、広域とつながる幹線道路が計画されていますが、未整備な路線

も残っています。南北道路（栗柄広谷線）については、広域産業基盤の確立のための、

工業団地と国道、福山西 IC を結ぶ南北軸として整備に着手しています（H17 年～）。 

 

 

  

□都市計画道路の整備状況 

□広域道路ネットワーク 

府中市

福山市

尾道北IC

福山西IC

工業団地

県道
（南北軸）

国道
（東西軸）

神辺周辺の
市街地

N
0 0.5 1.0 km
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○市街地全体に狭隘道路が残存 

・市街地全体に幅員 4ｍ未満の狭隘道路（建築基準法第 42 条第 2 項道路）が分布して

います。 

・救急車や消防車が通れない、災害時の避難に支障がある等の課題解消に向け、府中市 

狭あい道路整備事業による拡幅整備を進めています。 

 

 

 

  

□建築基準法第 42 条第 2 項道路の分布 

N
0 0.5 1.0 km
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（2） 下水道の整備状況 

○下水道整備が進む中心市街地 

・府中・出口町周辺では、下水道整備は概ね完了しています。 

・今後は、芦田川流域下水道幹線に接続する既設の汚水幹線沿いにおける整備を見込んで

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□下水道の整備済区域・認可区域 

N
0 0.5 1.0 km
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２-4.土地利用 

（1） 土地利用現況 

◯住宅・工場・農地の混在 

・高木・中須町周辺等の平地で、住宅・工場・農地が混在する土地利用となっています。近年は、工場に隣接した土地での宅地開発も見られます。 

・市街化区域縁辺部や高木・中須町周辺で、市街化区域内農地が多く残っています。 

 

 

 

□土地利用現況（平成 22 年） □市街化区域内農地の分布状況（平成 25 年） 

※都市計画基礎調査より 

□近年の土地利用の変化（H17 年⇒H22 年） 

工場に隣接した土地における宅地化 

（H17 年） 

N
0 0.5 1.0 km
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（2）住宅建設・空き家の状況 

◯高木・中須町周辺への開発集中 

・2000 以前は、山際を含む市街地全体で開発が行われていましたが、近年は 

平地である高木・中須町周辺に開発が集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□2000 年以前の開発許可・宅地造成許可の分布 

□近年の開発許可・宅地造成許可の分布 

※開発許可・宅地造成許可データより 

N
0 0.5 1.0 km

N
0 0.5 1.0 km
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◯住宅建設数の減少 

・家屋の新築状況は、長期的に減少傾向となっています。 

・住宅新設にあたっては、道路や下水道といった基盤整備等の支援が求められています。 

 

  

住宅新設等において 

必要な行政支援施策 

・道路（歩道）の整備 

・下水道の整備 

・建物整備等への補助 

・固定資産税、都市計画税の減免  

□家屋の新築・増築状況の推移 

□住宅の新設に関わる意向 

※住宅事業者へのアンケート調査（平成 27 年）より 

※府中市統計要覧より 
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◯空き家の増加 

・近年空き家が増加し、市街地全体に分布しています。 

 

 

 

 

□空き家の推移 

※住宅・土地統計調査より 

旧府中市 

（合併前） 
現府中市 

（合併後） 

□空き家の分布 

N
0 0.5 1.0 km
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２-５.災害リスク 

（1） 土砂災害 

◯土砂災害が懸念される市街化区域縁辺部 

・市街化区域縁辺部の山際を中心に土砂災害の危険性が高い地域として土砂災害警戒区域

等が指定されています。 

・避難場所の確保等のハード整備とともに、「防災・減災のしおり」の配布による住民への

周知、町内会等と連携した避難誘導体制の構築等のソフト対策を進めています。 

 

 

 

  

□土砂災害計画区域等の指定状況 

N
0 0.5 1.0 km
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（2） 水害 

 ◯浸水が懸念される芦田川沿いの平地部 

・芦田川沿いを中心に、浸水想定区域が指定されています。 

・昭和 47 年 7月の洪水等の度重なる被害を受け、河川改修等を進め、平成 10 年 3 月

には八田原ダムが完成しています。また、「防災・減災のしおり」の配布による住民への

周知、町内会等と連携した避難誘導体制の構築等のソフト対策を進めています。 

 

 

 

  

□浸水想定区域の状況 

N
0 0.5 1.0 km
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２-６.都市機能 

（1）都市機能の分布 

◯市街地への各種施設の集積 

・公民館・集会所等を除いて、多くの施設が旧府中市及び旧上下町の市街地に集中立地し

ています。 

・施設毎にサービスの維持、市域全体へのサービス提供に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 立地状況 サービスの提供状況等 

医療施設 ・旧府中市及び旧上下町の

市街地に集中立地 

・2 つの市民病院を核にして、診療所

と連携しながら市全体の医療体制

を維持 

老人福祉施設 ・一部集落部にも点在する

ものの、旧府中市及び旧

上下町の市街地に集中立

地 

・地域包括ケアシステムの構築を推

進するため、地域包括ケアセンター

を中心に医療と連携し、自動車によ

る訪問・送迎により居宅サービスを

提供 

子育て・教育施設 ・旧府中市及び旧上下町の

市街地に集中立地 

・通学・通園バスにより通学・通園を

支援 

商業施設 ・大型店やスーパーは、旧

府中市及び旧上下町の市

街地に集中立地 

・とくし丸といった移動スーパー等

の施設立地によらない民間サービ

スも存在 

公共施設※ ・スポーツ施設を除く主な

公共施設は、旧府中市及

び旧上下町の市街地に集

中立地 

・公共交通の維持により市域全体か

らのアクセス性を確保 

公民館・集会所 ・市域全体に分布 ・一部で類似施設が近接する等の非

効率な状況が見られる 

□各施設の分布等の状況のまとめ 
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□医療施設の分布 □老人福祉施設の分布 
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□子育て・教育施設の分布 □商業施設の分布 





第 2章 府中市の現況と課題 
 

 

- 2-23 - 

 □公民館・集会所の分布 □公共施設の分布 
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◯府中駅周辺への公共施設の集積 

・旧府中市の中心市街地において、公共施設は特に府中駅周辺に集積しており、近年も 

道の駅等の市の拠点施設を整備しています。 

・一方で、老朽化等が進んでおり、それらの施設の維持・更新を行う必要があります。 

  

□主な公共施設の建設年月と、耐震化の状況 

□主な公共施設の分布 

建設年月 耐震化の状況 大規模改修の実施状況

府中市庁舎 昭和49年 有 平成25年～26年度実施

府中市教育センター 昭和31年 有 平成14年度実施

府中市児童会館（POM） 昭和41年 無 H29年度建替え予定

府中市生涯学習センター（TAM） 昭和36年 有 平成16年度実施

府中市立図書館 平成4年 有 未定

府中市文化センター 昭和57年 無 無し

府中市民病院 平成27年 有 無し

府中市保健福祉総合センター（リフレ） 平成15年 有 無し

府中市武道場 昭和52年 無 無し

府中市立総合体育館（ウッドアリーナ） 平成6年 有 無し

府中市地域交流センター 平成26年 有 無し

府中市B＆G海洋センター 昭和52年 無 無し

府中市歴史民族資料館 昭和60年 無 無し

月見ケ丘体育館 昭和52年 無 無し

月見ヶ丘体育館

府中市歴史民俗資料館

府中市武道場

府中市文化センター

府中市B＆G海洋センター

府中駅

公共施設が
集積しているエリア

N
0 0.5 1.0 km
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（2） ものづくり産業の状況 

  ◯市街地全体への工場立地／事業所数の減少 

・府中らしい地域資源であるものづくり産業関連施設について、中小規模の町工場が高木

町・中須町等の平地全体に分布しています。また、その分布に合わせて準工業地域が  

指定されています。 

・近年、工業に関わる事業所数等が減少しています。 

 

 

  

□工場の分布と用途地域 
第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

専用工場・作業所

□工業の推移 

※工業統計調査より 

N
0 0.5 1.0 km
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◯工場立地にあたって不十分な都市基盤 

・工場等の立地にあたって、十分な規模の敷地の確保や前面道路からのアクセス性の確保

が課題となっています。 

・アクセス性に優れた南北道路沿道において、農地の活用による敷地拡大等と合わせた 

沿道への施設誘致が期待されます。 

 

 

 

施設新設等における 

場所選定の優先項目 

① 敷地の規模・形状 

② 前面道路からのアクセス性 

③ 土地購入価格 

 

 

 
  

至 工業団地

至 尾道北IC

至 福山西IC 至 福山市

凡例

鵜飼駅

高木駅

専用工場・
作業所

農地

□南北道路沿道の工場や農地の分布状況 

□工業関連施設の新設に関わる意向 

※府中商工会議所へのアンケート調査（平成 27年）より 

N
0 100 200ｍ 

※平成 25年時点の住宅地図より作成 
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２-７.交通 

（1） 利用交通手段 

◯自家用車利用を中心とした移動 

・居住地に関わらず、主な交通手段は自家用車となっています。 

・自家用車保有台数は年々増加し、1 世帯あたりの保有台数は 1.4 台となっています。

（平成 27 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

自家用車 公共交通 徒歩・自転車 その他

64.3% 68.3%
77.0% 78.3% 73.9%

府中・出口町

周辺

高木・中須町

周辺

都計区域内

集落市街地

旧府中市

集落市街地

旧上下町

集落市街地
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２
７
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□利用交通手段（平成 22 年） 

□自家用車保有台数等の推移 

※国勢調査より 

※東部県税事務所・市税務課資料より 
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（2） 公共交通の状況 

◯公共交通が充実する府中駅から高木駅周辺 

・路線バスは、1 日数本と運行頻度の低い路線が多い一方、福山市と府中市を結ぶ広域 

路線である福山・府中線のみ、1 時間に 3本程度の高い頻度で運行されています。 

・鉄道は、府中・福山駅間については、1 時間に 2 本程度の比較的高い頻度で運行され

ています。 

・福山・府中線や JR福塩線の沿線である府中駅から高木駅周辺にかけて、比較的公共交

通が充実しています。 

 

 

 

 

  

1日の運行本数

（平成28年11月時点）

平均乗車密度

（平成24年度実績）

鉄道 JR福塩線（府中・福山間） 往復27便 －

福山・府中線 往復36便 3.7

ぐるっとバス 13便（巡回） 1.5

緑ヶ丘・南宮台団地線 10便（巡回） 2.5

府中金丸線 往復7便 0.5

栗柄線 往復7便 0.5

府中・上下線 往復6便 1.7

諸毛線 往復3便 1.3

予約型乗合

タクシー
ふれあいタクシー

往復1便

（週1日運行）
－

鉄道 JR福塩線（上下・府中間） 往復6便 －

府中・上下線（再掲） 往復6便 1.7

上下・高蓋線 往復2便 0.4

上下・呉ヶ峠線 往復3便 2.6

太郎丸線 往復1便 0.9

予約型乗合

タクシー
おたっしゃ号

往復1便

（週2日運行）
－

旧府中市内

旧上下町内

路線名

路線バス

路線バス

□公共交通の運行本数・平均乗車密度 
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□公共交通網とバスの平均乗車密度 

府中駅 

鵜飼駅 

高木駅 

N
0 0.5 1.0 km

□鉄道駅及びバス停からの徒歩圏 

N
0 0.5 1.0 km
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◯生活サービスへのアクセス手段確保が必要な集落市街地 

・高齢化が進む中で、買い物・医療福祉などの生活サービスへのアクセス確保などが求め

られています。 

・しかし、現状では公共交通の頻度が低く、運転免許をもたない集落市街地の人の多くは、

公共交通ではなく家族の運転する車での移動が主な移動手段となっています。 

・家族の送迎を頼れないとき等の最低限の移動手段として、路線バスや予約型乗合タクシ

－といった公共交通の維持による、生活サービスへのアクセス手段の確保が期待され

ています。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20～30代

40～60代

70歳以上

転居・転出したい理由（年齢別）

老後が不安 緑や自然が荒れている 歴史や文化が乏しい
公共交通が不便 買い物が不便 通勤・通学が不便
医療・福祉サービスが不十分 文化施設等の公共施設が不十分 子育て環境が良くない
治安が悪い 自然災害の危険性が高い 道路が狭い、管理が不行き届き
住宅に不満 隣近所のつきあいが煩わしい 人が減り、活気が失われている
親族との同居 転勤や転職を考えている その他

「老後が不安」 「公共交通が不便」「買い物が不便」「医療・福祉サービスが不便」

174

4

4
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2

0 50 100 150 200

家族が運転する車

知人が運転する車

電 車

路線バス

施設送迎バス

タクシー

乗合いタクシー

自転車

徒 歩

その他

（n=202）

※平成 28年市民アンケートより 

※平成 28年市民アンケートより 

□転居・転出したい、転居・転出するかもしれない理由（集落市街地） 

□運転ができない家族の買い物等に係る移動手段（集落市街地） 
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第３章 都市づくりの目標 

 

３-1．これまでのまちづくりの経緯 

 

・府中市では、平成 14 年以降、人口減少・少子高齢化社会に対応したコンパクトな将来都市構

造への転換を方針として掲げ、まちづくりを進めてきました。 

・平成 19年には第一期中心市街地活性化基本計画を策定し、中心市街地を府中市の顔となる「生

活中心街」と位置づけ、出口町周辺の歴史を生かした環境整備や、公共公益施設の整備など都

市機能が集積し様々なサービスが徒歩で享受できる環境の整備に取り組んできました。 

・その後、平成 26年に都市計画マスタープランの第 2回見直しを実施し、新たな将来都市構造

として「ネットワーク型コンパクトシティ」を掲げています。 

 

 

 

 

 

  

主な取り組み 概要 

平成 14 年 

都市計画審議会答申 

「府中市の新たなまちづくりのために」 

・高度成長期に定められ時代に合わなくなっていた既存の

都市計画に関して、メリハリある整備による拡大型から

集約型のまちづくりへの転換を提言 

平成 15 年 

都市計画マスタープラン 

（第 1 回見直し） 

・平成 14 年の答申を受け、 

拡大型の都市計画を見直し 

・都市の骨格軸・拠点の優先的整備、都市計画道路の変更・

廃止を位置づけ 

平成 19 年～（第一期） 

平成 25 年～（第二期） 

中心市街地活性化基本計画 

・中心市街地を府中市の｢顔｣として整備することで、活気

ある交流の場・活力ある生活空間を創造し賑わいのある

まちとして、都市機能の集積した様々なサービスが徒歩

圏域で享受できるコンパクトなまちづくりを推進 

平成 20 年 

都市計画審議会答申 

「これからの人口減少時代に対応し次の 

世代も活力に溢れたまちであるために」 

・本格的な人口減少・少子高齢化社会の到来を受け、縮小を

前提とした集約型都市構造の構築を提言 

平成 26 年 

都市計画マスタープラン 

（第 2 回見直し） 

・平成 20 年の答申を受け、対応未着手であった「拡散し

た非効率な市街地」、「住・工・農が混在する無秩序な市街

地」といった土地利用の課題に言及 

・現在の居住地の広がりを前提とした「中心市街地と集落

市街地がつながり、周辺の都市とも結びつくネットワー

ク型のコンパクトシティ」を位置づけ 

□コンパクトなまちづくりに関わるこれまでの主な取り組み 
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３-２．府中市の目指す将来都市構造 

 

・本計画においても都市計画マスタープランで掲げた下記の将来都市構造の実現を目標とします。 

 

 

  

中心市街地と集落市街地がつながり、 
主要都市とも結びつくネットワーク型のコンパクトシティ 

 
  府中市の目指す「コンパクトなまち」とは、生活に必要な機能やまちの魅力がぎゅっと「集約化」

され、その活力がいっそう輝きだすような、まちの質的な成長を目指すものです。また、府中市内の

各地域を交通ネットワークでつなぎ、市民 1 人 1 人が住み慣れた地域に住み続けられることを尊重

していくものです。 

 

 

□本計画で目指す都市の将来都市構造（都市計画マスタープランより） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

立地適正化に関する基本的な方針 
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第 4 章 立地適正化に関する基本的な方針 

４-1. 居住誘導区域について 

（１）区域設定の目的 

・次のような目標の実現を目的として、居住誘導区域を設定します。 

目標１：居住地として積極的に選ばれる市街地を形成し、市外への人口流出を食い止める 

目標２：車を利用しなくても暮らせる住環境を確保する 

 

（２）誘導方針  

目標１：居住地として積極的に選ばれる市街地を形成し、市外への人口流出を食い止める 

 

１）背景 

・府中市では住宅の購入などを理由とした福山市等への転出に歯止めがかかっていないことが 

課題となっています。 

・また、福山市に住み府中に通勤してくる人も多く、働く場がある強みを生かしきれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※平成 27年市民意識調査（アンケート）より 

5,048人

4,180人

6,505人

6,666人

4,692人

2,906人

489人
367人

1,869人

2,798人
107人

134人

1,238人

1,372人

※平成 22年国勢調査より 

□備後圏域における市町間の通勤者の状況（平成 22年） 

□府中市から福山市への転出理由（n=86、回答数(pt)=104） 
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・一方、市内のまとまった規模の平地地域（基本市街地）は、人口が最も多く、幹線道路や鉄道が

貫いており生活利便施設にも近い、住環境としてのポテンシャルが高い地域となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N
0 0.5 1.0 km

□100ｍメッシュ毎の人口密度（平成 22年） 

□都市機能の分布と交通利便性 

N
0 0.5 1.0 km

基本市街地 

基本市街地 
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２）誘導する市街地像 

・以上のような背景を踏まえ、下記に示す市街地を誘導していきます。 

 

〇 都市機能や公共交通駅周辺における「生活利便性の高い住環境」 

〇 農地などが残る地域の「みどりの豊かなゆとりある住環境」 

  

 

 

 

３）誘導方針 

① 都市計画道路の継続整備 

 

・これまでの方針に沿って継続的に取り組んでいくため、高木・中須町周辺を中心に、計画的な

基盤整備を図ります。 

・都市計画道路の栗柄広谷線（南北道路）や目崎出口線等の整備、中須父石線（国道 486号）の

改修を行います。また、社会情勢の変化を勘案しながら、府中新市線の見直しを検討していき

ます。 

 

② 建物の更新とあわせた道路基盤整備 

 

・骨格基盤となる南北道路のほか、狭あい道路整備事業などを活用した計画的な基盤整備を誘導

し、工場の操業環境の向上や幹線道路へのアクセス性確保による生活利便性向上を図ります。 

・既存の住宅団地においても、個別の建物の更新と合わせた基盤整備等により良好な住宅ストッ

クの形成を図ります。 

 

③ 農地等を生かした緑豊かな住環境整備 

 

・市街地に残る農地は、基盤整備と合わせて都市機能の誘導余地として活用していくほか、身近

なみどり・オープンスペースとしての保全活用を図っていきます。  

□都市機能や公共交通駅周辺における 

「生活利便性の高い住環境」のイメージ 

…駅や病院などの近くで 50坪程度の住宅に居住 

□みどりの豊かなゆとりある住環境イメージ 

…農地等みどり豊かな場所で 

100坪程度の住宅に居住 
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（n=202）

 

目標２：車を利用しなくても暮らせる住環境を確保する 

 

１）背景 

・府中市では、日常生活において自家用車を多く利用していますが、高齢になると共に車の運転

が困難となり、公共交通に頼らざるを得なくなることが想定されます。 

・しかし、主に集落市街地周辺においては公共交通の運行頻度が低く、運転が出来ない人の多く

は家族に頼って買い物等をしている傾向が見られますが、今後、単身となった場合など、日常

生活が困難になる状況も懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｚ 

□運転ができない家族の買い物等に係る移動手段（集落市街地） 

※平成 28年市民アンケートより 
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64.3% 68.3%
77.0% 78.3% 73.9%
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高木・中須町

周辺

都計区域内

集落市街地

旧府中市

集落市街地

旧上下町

集落市街地

□利用交通手段（平成 22年） 

※国勢調査より 

ｚ 
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ｚ 

・府中駅周辺は市内で最も生活利便施設が集積しているとともに、道の駅及び府中駅が路線バス

や循環バス、鉄道など周辺地域と繋がる交通結節点となっており、車を使わなくても生活利便

施設が利用できる地域となっています。 

・一方で、駅近辺での移動にあたっては、JR福塩線による南北市街地の分断等が課題となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中駅 

□公共交通網とバスの平均乗車密度 

道の駅 

□高速バスも乗り入れる道の駅 □路線バス等の交通結節点となっている府中駅 

N
0 0.5 1.0 km

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEi7Tm2sjSAhUDbbwKHVOeASAQjRwIBw&url=http://blog.goo.ne.jp/tositaro191919/m/201207&bvm=bv.149093890,d.dGc&psig=AFQjCNEXAUxT1SEltxUecnojoSjqO9xSHw&ust=1489124372852179
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２）誘導する市街地像 

・以上のような背景を踏まえ、下記に示す市街地を誘導していきます。 

 

〇 歩いて暮らせる「生活中心街」 

 

  

□市街地のイメージ 

駅周辺の歩行者空間の整備による歩きやすいまちが形勢されている

魅力ある公園などを整備

府中駅の南北自由通路等が整備
され南北市街地に歩行者の行き
来が生まれている

公共施設や交通機関、歩行者空間などがバリアフリー化されている

市内外から人々が訪れる
賑わいある交流拠点が形成され
ている

駅周辺の居住者は、自家用車の
ほか徒歩や公共交通なども
使える生活を送っている
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３）誘導方針 

 

① 歩いて暮らせる質の高い空間の継続 

 

・駅周辺の歩行者空間の整備を進め、回遊性を高めていきます。 

・また、府中駅の南北自由通路整備による南北市街地の分断解消を目指していきます。 

・高齢者や障がい者が安心して利用できるまちにしていくために、公共施設や交通機関、歩行者

空間などのバリアフリー化を推進していきます。 

 

 

 

 

 

② 空き家の活用及び跡地利用による憩いの場の創出 

 

・利活用可能な空き家に対する補助制度や活用・流通させる場合のメリット等を周知するなど、

住宅ストックとしての活用・流通を促進します。 

・居住誘導区域は、特定空家等の重点地区を含んでいます。当該地区内においては優先的に特定

空家等の除去を図り、空き家の除却後の跡地をまちづくりの資源として捉え、地域住民の憩い

の場等を整備し、居住環境の向上を図ります。 
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（３）居住誘導区域の設定 

 

①居住誘導区域の設定の考え方 

・目標１、２の実現を目的として、下記の考え方に基づき、区域を設定します。 

・なお、居住誘導区域から除く土砂災害の危険性がある区域等については、住民が安心して

暮らせるよう、関係機関と連携、調整を図りながら災害防除対策等を実施していきます。 

 

 
 

 

 

【居住誘導区域の設定の考え方】 

 ＜区域設定の基本となる地域＞ 

・山と川に囲まれた貴重な平坦な土地として多くの人が住む基本市街地 

・計画的に整備された住宅団地 

 

＜基本となる地域から除く区域＞ 

・突破的な土砂災害の危険性のある土砂災害警戒区域・特別警戒区域、地すべ

り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び宅地造成工事規制区域 

参考）災害危険性の考え方 

・府中市では、主に土砂災害と水害が想定されていますが、居住誘導区域の設定

にあたっては、特に突発性が高く生命に危険が及ぶ土砂災害について考慮して

区域を設定しています。 

 

 土砂災害 水害 

災害の 

突発性 

・ゲリラ豪雨など突発的に 

災害が起き、避難などが 

間に合わない危険性が高い 

・生命に危険が及ぶ可能性が 

高い 

・土砂災害に比べ突発性が 

低く、事前の避難が可能 

である 

・土砂災害に比べて生命に 

危険が及ぶ可能性が低い 

 

居住の 

考え方 

・積極的な居住の誘導は 

望ましくない 

・府中市地域防災計画に 

基づく対策により、 

人命の確保に努めること 

で、居住の誘導は可能 

備考 

・土砂災害特別警戒区域に 

加え、土砂災害警戒区域 

についても、積極的誘導 

しない 

・ハザードマップの配布等 

による住民周知、危険性 

が高まった際の速やかな 

情報発信及び避難誘導 
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②居住誘導区域の設定 

・下図の通り、居住誘導区域を設定します。 

 

 

 

 

  

見晴団地

桜が丘団地

N
0 0.5 1.0 km

□居住誘導区域 

目標２ 

車を利用しなくても暮らせる住環境 

を確保する 

目標１ 

居住地として 

積極的に選ばれる市街地を形成し、 

市外への人口流出を食い止める 

：居住誘導区域 
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（４）居住誘導区域の人口密度について 

・一般的に、市街地に生活利便施設の立地が維持されるためには、商圏の考え方に見られるよう

に施設の周辺における一定の人口密度が必要とされています。 

・居住誘導区域内には、住みやすい地域として生活利便施設を維持していく必要がありますが、

府中市においては現況でも居住誘導区域内の人口密度は 40 人/ha 未満となっており、密度が

高いとは言いがたくなっています。 

・一方で、府中市の居住誘導区域は東西約5km、南北約２ｋｍと現状でもコンパクトな大きさで、

区域内のどこでもアクセスしやすい規模の市街地であり、生活利便施設と居住地は必ずしも集

積している必要性がない状況となっています。 

・このため、府中市では居住地の大きさを維持しながら、人口密度が低密度であっても様々な用

途の機能にアクセスしやすく、豊かに暮らせる住みやすい市街地を目指していきます。 

・なお、居住地の大きさの維持と財政的に持続可能な都市経営を両立していくにあたっては、府

中市公共市施設等総合管理計画と連携し、公共施設の適正配置等による効率的な都市経営を進

めていきます。 

 

人口密度が低密度であっても様々な用途の機能にアクセスしやすく、 

豊かに暮らせる住みやすい市街地 

 

 

（５）居住誘導区域内へ緩やかに居住を誘導していくターゲット 

・居住誘導区域内で誘導方針に沿ったまちづくりを進めることで、次のような人々に居住地とし

て選ばれることを目指します。 

〇 近隣市町に転出している若い世帯を府中市内に引き止めていきます。 

〇 近隣市町に住み府中市へに働きに来ている世帯に対して職住近接の環境を提供していきます。  

働く場所（工場など）

みどりの濃淡（農地など）

居住人口の濃淡

県道

国道
鉄道

生活中心街：
市民生活を支える
中心市街地形成

高木・中須町周辺：
農地や働く場とゆとりある住宅が
調和した市街地

集落市街地：
農地や自然と調和した
緑豊かな住環境

住工農が調和した市街地のイメージ：

山と川に囲まれた、
もともとコンパクトな
大きさの市街地

□居住誘導区域の密度のイメージ 
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備考

月見ヶ丘体育館 ※

府中市歴史民俗資料館 ※

府中市武道場 ※

府中市文化センター ※

府中市B＆G海洋センター※

※未耐震化の老朽建物

４-２. 都市機能誘導区域について 

（１）区域設定の目的 

・次のような目標の実現を目的として、都市機能誘導区域を設定します。 

目標１：府中駅周辺に都市機能の集積を維持・促進し、生活の中心拠点を形成する 

目標２：産業軸として整備している南北道路の沿道でものづくりのまちの顔を形成する 

 

（２）誘導方針 

目標１：府中駅周辺に都市機能の集積を維持・促進し、生活の中心拠点を形成する 

 

１）背景 

・府中駅周辺には公共公益施設が集積していますが、一部の施設は遠隔地にあったり、中心にあ

っても老朽化したりしており、今後建替えていく際の方針が必要となっています。  

□主な公共施設の分布 

N
0 0.5 1.0 km
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・また、府中駅周辺において、広場や道の駅などの交流機能の整備や歴史を生かした環境整備が

進んでおり、備後国府跡の国史跡指定等を踏まえた継続的かつ効果的なまちづくりが期待され

ます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□まちづくりの主な取り組み状況 

＜道の駅びんご府中＞ ＜石州街道沿いの街並み（出口町）＞ 

※中心市街地活性化基本計画、都市再生整備計画（第 6回変更）より抜粋・編集 

府中駅

鵜飼駅

備後国府跡の国史跡指定

N
0 200 400m

凡例

事業完了※

事業中等※

※平成29年3月時点

(仮)府中駅西広場の整備

都市再生整備計画

(第6回変更)の区域

鵜飼西公園の整備

(仮)はじまりの
広場の整備

道路空間の整備

POM小路の整備

道の駅の整備

図書館周辺整備事業

POM子育て世代
活動支援センターの整備

みんなの公園の整備

府中市地域交流
センターの整備

街並み環境
の整備

お祭り広場の整備

まちぐるみ、まちあるき事業

府中学園の整備

道路空間の整備

府中市民病院
の整備
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２）誘導する市街地像 

・以上のような背景を踏まえ、下記に示す市街地を誘導していきます。 

 

〇 市全体の生活を支える生活利便施設が府中駅を中心に集積している生活拠点 

 

 

３）誘導方針 

 

① 府中駅周辺の都市機能の維持 

 

・生活中心街としての整備が進められてきている府中駅周辺について、中心市街地活性化基本計

画事業等のこれまでの取り組みを継続し、公共施設を中心とした都市機能の集積の推進を進め

ていきます。 

・現在立地している施設の流出を防ぐ他、老朽施設の建替え・改修による機能の維持を図ります。 

・また、現在遠隔地に立地している公共施設についても建替え時には生活中心街への移転を検討

します。 

・都市機能の集積に合わせて、駐車場の整備も図ります。 

 

 

 

 

② 新しい機能等の誘導 

 

・生活利便施設が身近にあり歩いて暮らせる環境の形成を進めます。特に、周辺の市街地からの

高齢者の住み替え等にも対応できるようサービス付高齢者住宅等の立地を誘導していきます。 

・また、高齢者等の健康づくりや府中駅周辺の交流人口増加に寄与する健康増進施設の立地につ

いても誘導していきます。 

 

 

 

 

③ 歴史文化を生かした観光機能の強化 

 

・備後国府跡の国史跡指定を受けた史跡公園の整備など、中心市街地における歴史や文化を生か

した環境整備、観光振興を進めていきます。 
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目標２：産業軸として整備している南北道路の沿道でものづくりのまちの顔を形成する 

 

１）背景 

・府中市では市街地が急速に拡大してきたため市街地に狭あいな道路が多く、ものづくり産業維

持のためにも、かねてから工業団地と幹線道路を繋ぐ広幅員道路の整備が求められてきたこと

を受けて、現在南北道路の整備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

  

□南北道路の整備状況 

※平成 25年時点の住宅地図より作成 

工場
・業務機能

学校
保育所
公民館

農地

Ｂ区間 Ｄ区間Ｃ区間Ａ区間

用地取得中（約７０％完了）
一部工事中

用地取得中
（H27年度開始）

未着手 H29年度中の
全線供用開始目標

至

工
業
団
地

至

福
山
西
IC
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２）誘導する市街地像 

・以上のような背景を踏まえ、下記に示す市街地を誘導していきます。 

 

・ものづくり産業の工場や企業、商業などが沿道に立地する産業軸 

 

 

３）誘導方針 

 

① 南北道路の継続整備 

 

・ものづくり産業の軸としての南北道路整備を引き続き進めていきます。 

・基盤整備にあわせ、ものづくりのまちの顔となる活気ある街並み景観を誘導していきます。 

 

 

 

 

② 沿道への産業機能・商業機能等の集積の誘導 

 

・南北道路沿道へ、本社機能やショールーム機能などを持つ工場、地場産業工場、新たな産業の

工場などの立地の誘導を進めていきます。 

・広域と繋がる骨格となる幹線道路でもあるため、特に国道 486 号との交点を中心に商業など

の生活利便機能の誘導も図ります。 

・都市機能の誘導を進めることで、将来的な沿道の用途地域変更も想定していきます。 
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（３）都市機能誘導区域・誘導施設の設定 

①都市機能誘導区域の設定の考え方 

・府中市では、既存施設の維持を含む公共公益機能、ものづくりを支える機能や新しい機能を

それぞれ誘導していくため、下記のような２核の形成による都市機能誘導を目指します。 

 

 

 
 

 

・これらのうち今回の計画策定では、まず府中駅周辺の中心市街地において、これまで取り組

んできた「歩いて暮らせるまちづくり」を引き続き推進する地域として、目標１の実現を目

的に、下記の考え方に基づき都市機能誘導区域を設定します。 

・目標２に係る南北道路周辺地域については、今回の計画策定段階では都市機能誘導区域を指

定せず、今後の施策の具体化を図った段階で計画の見直しを行っていきます。 

 

 

 

 

基本市街地

南北道路
周辺

府中駅
周辺

鉄道

居住誘導区域

主要道路

【都市機能誘導区域の設定の考え方】 

◯歩いて暮らせる範囲（府中駅から半径 800ｍの徒歩圏）を基本としつつ、   

これまでまちづくりを行ってきた下記計画を踏まえ、区域を画定します。 

 ＜区域に含む地域＞ 

・中心市街地活性化基本計画（第一期） 

・中心市街地活性化基本計画（第二期） 

・都市再生整備計画（第 6 回変更） 

〇上記に加え、備後国府跡の国史跡指定を踏まえ、備後国府跡を含む区域を追加

します。 

□２核による都市機能誘導のイメージ 

既存の施設の維持、 

公共公益機能の誘導 

ものづくりを支える機能 

などの新しい機能 
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②都市機能誘導区域の設定 

・区域設定の考え方に基づき、下図の通り、都市機能誘導区域を設定します。 

 

□都市機能誘導区域 

 
  

府中駅から半径800m 
（歩いて暮らせるまちづくりを考慮）

備後国府跡の国史跡指定範囲

都市機能誘導区域

中心市街地活性化
基本計画（第一期）

中心市街地活性化
基本計画（第二期）

都市再生整備計画
（第6回変更）
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③誘導施設の設定 

・都市機能誘導区域内において、区域外への散逸を防ぎ集約的な立地を進めていく公共公益機

能などの生活利便施設を誘導施設として定めます。 

・市全体の生活を支える生活利便機能や、また府中駅周辺を魅力ある地域としていくための交

流機能などを誘導施設とすることで、府中駅周辺での既存の都市機能の維持と交流人口の増

加を図っていきます。 

・なお、今回は誘導施設として位置づけを行わないその他の公共施設、教育文化施設、社会福

祉施設、商業施設などについては、今後の社会情勢の変化、老朽化による建替えや南北道路

周辺への誘導施策の具体化など伴って、都市機能誘導区域への立地の誘導の必要性が生じた

場合に、誘導施設への位置づけを図ります。 

・今後とも関係各課と集約型都市構造の必要性を共有しながら、これらの施設の立地の方針を

考え、誘導施設としての必要性について検討を進めていきます。 

 

□誘導施設 
分野 誘導施設 備考 

医療 病院   

福祉 
地域包括支援センター   

サービス付き高齢者住宅   

子育て 子育て世代活動支援センター   

文化 

図書館   

生涯学習センター   

文化センター   

地域交流センター   

歴史民俗資料館※ ※将来の誘導を検討 

商業 

商業施設（床面積 10,000 ㎡以上）   

道の駅   

健康増進施設※ ※新規誘導を検討 

行政 
市役所   

教育センター  

 
□都市機能誘導区域内の既存施設の概要 
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（４）誘導施設の考え方 

・府中市民の日常的な生活圏は近隣市町を含めた広域にわたって形成されており、買い物や就

業などにおいて特に隣接する福山市との強い結びつきが見られます。 

・行政レベルの取組みとしても、福山市を中心とした周辺８市町とともに「備後圏連携中枢都

市圏」を形成し、経済圏や生活圏における連携を進めています。現状でも高次都市機能・サ

ービスの一部は、福山市に依存するかたちで確保しているなど、広域圏全体での連携によっ

て一定の水準の都市サービス・生活利便性を維持していくことに取り組んでいます。 

・このような広域圏全体でのつながりや連携体制を前提として、府中市に必要な都市機能を考

えていきます。高次都市機能は圏域の拠点である福山市に依存しながら、より身近な生活に

必要な身の丈にあった都市機能を誘導施設として設定し、今後も維持していきます。 

 

 

 

  

□備後圏における府中市の位置づけ 
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４-３. 誘導区域外について 

 

・誘導区域外の集落市街地においては、法定計画としての居住誘導区域等の位置づけは行いま

せんが、都市計画マスタープランで掲げている「住み続けられる集落市街地の形成」を目指

し、府中市独自にまちづくりの方針を本計画に位置づけます。 

・下記のような目標の下で、まちづくりに取り組んでいきます。 

 

目標：地域の核の維持と拠点と繋がるネットワークの確保 

 

 

 

  

府中駅

【誘導区域外】
法定計画として居住誘導区域等の区域を設定しないものの、都
市計画マスタープランで位置づけた「住み続けられる市街地の
形成」の実現に向け、府中市独自に誘導方針を位置づけ

（上下都市計画区域）

（府中市都市計画区域） （市街化区域）

【誘導区域内】
法定計画として都市機能誘導区域・居住誘導
区域を指定し、誘導方針に基づき都市機能や
居住を緩やかに誘導

□誘導区域外の位置づけ 
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目標：地域の核の維持と拠点と繋がるネットワークの確保 

 

１）背景 

・集落市街地においては高齢化が進んでおり、今後も住み続けられるようにしていくためには、

買い物・医療福祉などの生活サービスへのアクセス確保などが課題となっています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

0人

50人

100人

150人

200人

250人

300人

350人

400人

0-
4歳

5-
9歳

10
-1
4歳

15
-1
9歳

20
-2
4歳

25
-2
9歳

30
-3
4歳

35
-3
9歳

40
-4
4歳

45
-4
9歳

50
-5
4歳

55
-5
9歳

60
-6
4歳

65
-6
9歳

70
-7
4歳

75
-7
9歳

80
-8
4歳

85
-8
9歳

90
-9
4歳

95
-9
9歳

10
0歳
以
上

旧府中市集落市街地 旧上下町集落市街地

※市全体の傾向として
転出が多く見られる年代

8

28

17

0

2

0

0

1

0

11

25

16

15

33

17

10

6

0

6

20

10

1

2

0

3

3

0

0

1

0

5

7

7

3

6

3

2

9

0

3

5

4

5

11

5

1

8

4

9

1

0

5

4

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20～30代

40～60代

70歳以上

転居・転出したい理由（年齢別）

老後が不安 緑や自然が荒れている 歴史や文化が乏しい
公共交通が不便 買い物が不便 通勤・通学が不便
医療・福祉サービスが不十分 文化施設等の公共施設が不十分 子育て環境が良くない
治安が悪い 自然災害の危険性が高い 道路が狭い、管理が不行き届き
住宅に不満 隣近所のつきあいが煩わしい 人が減り、活気が失われている
親族との同居 転勤や転職を考えている その他

「老後が不安」 「公共交通が不便」「買い物が不便」「医療・福祉サービスが不便」

□集落市街地の居住人口（平成 22 年） 

□転居・転出したい、転居・転出するかもしれない理由 

※平成 28年市民アンケートより 

※国勢調査より 
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・一方で古くから人が居住してきた場所であり、現在まで地縁・血縁による地域コミュニティが

維持されています。 

・30 代以降の転出傾向が弱まる世代も一定数居住しており、今後も人々が住み続ける居住地で

あるということを前提にして、まちづくりに取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

  

□集落市街地の居住者の住み続けたい理由 

※平成 28年市民アンケートより 



第 4章 立地適正化に関する基本的な方針 
 

 

- 4-23 - 

２）誘導方針 

① 地域の核となる場の維持 

・旧小学校区程度の単位を目安として、集会所・公民館機能を核として、地域活動の場の維持 

及び生活サービスの提供を進めていきます。 

・旧上下町の中心部については、既存の生活利便施設の集積を生かした核として、小さな拠点づ

くり事業等を活用しながら機能の維持を図っていきます。 

 

② 拠点とつながるネットワークの維持 

・生活サービスの集積した拠点地域へのアクセス手段を維持していくために、広域的なネットワ

ークとなる幹線道路や生活道路の維持、デマンド交通や路線バスの維持を図っていきます。 

 

③ 空き家の利活用や跡地利用 

・利活用可能な空き家に対する補助制度や活用・流通させる場合のメリット等を周知するなど、

住宅ストックとしての活用・流通を促進し、空き家の除却後の跡地をまちづくりの資源として

捉え、地域住民の憩いの場等を整備し、居住環境の向上を図ります。 

 

 

□誘導方針図 

  

旧小学校区程度の単位を
目安としたサービス展開

拠点と集落を繋ぐ道路の
維持、
医療・買い物等の
出張サービス充実

集落コアとして地域活動
の場である集会所・公民
館機能を維持
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４-４. 道路・公共交通ネットワーク 

 

・当面は自動車によるネットワークを基本としながら、基本市街地及び集落市街地については、

交通弱者等のために、生活中心街等とつながる公共交通の維持を図っていきます。 

 

 

① 広域ネットワーク：国道等の幹線道路、福山市とつながる広域バス路線・JR 福塩線 

・府中市の骨格となる道路・交通ネットワークとして、今後も維持を図っていきます。 

 

 

② 基本市街地内のネットワーク：循環バス（ぐるっとバス）  

・生活中心街に立地する都市機能へアクセス公共交通網として、ぐるっとバスの維持を今後

も図っていきます。 

 

 

③ 集落市街地に関わるネットワーク：デマンド交通（予約型乗合タクシ－等）  

・生活中心街に立地する都市機能へアクセスする公共交通網として、既存の予約型乗合タク

シーの運行を継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

国道

南北道路

広域バス路線

ＪＲ福塩線

循環バス
（ぐるっとバス）

デマンド
交通

集落
市街地

集落
市街地

生活中心街

□道路・公共交通ネットワーク構造 
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４-５. 誘導区域のまとめ 

（１）居住誘導区域図 
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（２）都市機能誘導区域図 
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第５章 

今後の進め方 
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第５章 今後の進め方 

 

（１）まちづくりの進め方 

・本計画では、集約型都市構造の実現に向けた方針を提示しました。今後は具体化方策を検討していくと共に、既に事業化が進んでいるものについては着実に実現していきます。 

 

 

 

 

□まちづくりのロードマップ 
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（２）都市計画に関する施策の展開 

 

＜居住誘導区域＞ 

・事業中である都市計画道路栗柄広谷線（南北道路）のほか、都市計画道路目崎出口線、上開

服部田線、渡り上り五反田線などの整備を進めていきます。 

・都市計画道路整備や狭あい道路整備事業など今後の基盤整備のタイミングに合わせて、地元

と協働して周辺地域のまちづくりに取組み、小規模な住宅開発の適切な誘導や住環境に配慮

した工場整備などのための地区計画の策定を検討していきます。 

・なお、府中新市線については将来交通量の予測等を踏まえて、整備方針について県と共に検

討を進めていきます。合わせて沿道地域の都市基盤整備のあり方についても、今後の整備方

針を踏まえながら検討していきます。 

・国道 486号の改修についても、県とともに具体的な改修方針や改修時期を検討します。 

 

＜都市機能誘導区域（南北道路沿道）＞ 

・南北道路沿道の土地利用については、都市機能の誘導に併せて将来的に商業系用途地域等へ

変更していくことを検討します。 

 

 

 

 

 

（３）都市計画以外の誘導施策の展開 

 

＜居住誘導区域＞ 

【住環境関連】 

・若い世代から「住みたい」「住み続けたい」と選ばれる住環境の整備のために誘導していくべ

き住宅の具体化に向け、住宅事業者や専門家等を交えた住宅マーケットの調査や農地など環

境を生かした付加価値の形成の仕方などについて検討を進めていきます。 

・利活用可能な空き家は、補助制度や活用・流通のメリット、空き家バンク制度の周知により、

利活用を推進していきます。また、関係各課やＮＰＯなどと連携を図りながら空き家の活用

ニーズを把握し、転用の支援等を検討していきます。 

・府中市空家等対策計画で重点地区（府中町・出口町）と定めた中でも特に、再建築や跡地利

用が困難な立地にある特定空家等は、除却に合わせて、狭あい道路整備事業等の実施や、地

域や事業者等と協力した跡地の利活用を行うなど、住環境の改善を進めます。 
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＜都市機能誘導区域（生活中心街）＞ 

【公共空間関連】 

・現在、府中駅周辺で整備を進めている道路や広場空間、歩行者空間、出口町の石州街道の街

並みなどの整備を継続して進めていきます。また、今後行う府中市こどもの国等の公共施設

の新築や改築、道路整備に合わせて、バリアフリー化を進めます。 

・備後国府跡の史跡公園としての整備やその周辺道路整備については、関係各課と連携し検討

していきます。 

・交通結節点となる府中駅と道の駅の連携を強化するため、府中駅南北自由通路や駅前広場整

備についても事業化に向け関係者と協議を進めます。 

 

【公共公益施設関連】 

・遠隔地に立地している既存の公共施設についても、施設の更新時期に合わせて関係各課が連

携し、未利用な公有地の活用など都市機能誘導区域への具体的な移転場所について検討して

いきます。 

・未利用・余剰の公有地などを活用した都市機能の整備・誘導にあたっては、ＰＦＩ、ＰＰＰ

といった民間活力を生かす事業手法の活用を検討していきます。 

 

【健康・福祉関連】 

・府中駅周辺へのサービス付き高齢者住宅等の立地誘導に向け、関係各課と連携を図りながら、

必要な規模やサービス、運営形態等に関する具体的な検討を進めていきます。また、健康増

進施設についても、具体的な施設内容について公有地の活用方針とあわせて検討を進めます。 

 

＜都市機能誘導区域（南北道路沿道）＞ 

【産業関連】 

・現在事業中である南北道路沿道の土地利用については、新しく戸建ての立地などが見られま

す。今後、ものづくり産業機能等の沿道立地を図っていく上では、良好な住宅供給・住環境

の形成と両立のために後背地を含めた地区計画の策定などを含めて、まちづくりを推進して

いきます。 

・南北道路整備にあわせた沿道への産業機能・商業機能誘導にあたっては、行政・商工会議所・

企業等が協働し、府中市の今後の産業のあり方を検討するなかで、誘致を目指すものづくり

産業機能の具体化や立地支援施策について検討していきます。 

 

【その他】 

・沿道への機能誘導施策の具体化に伴って本計画を見直し、南北道路沿道へ都市機能誘導区域

を新たに追加指定していきます。 
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＜誘導区域外（集落市街地）＞ 

【生活機能関連】 

・地元町内会等と協働し、NPOや地域おこし協力隊などの協力も得ながら、各地域に必要な活

動の場や生活サービスなどのコミュニティ維持に必要な方策を検討していきます。（公共施設

等総合管理計画との整合を図りつつ集約化も検討します。） 

・行政と企業等の連携によって医療、買い物等の出張サービス提供を維持・推進します。 

 

【住環境関連】 

・利活用可能な空き家は、補助制度や活用・流通のメリット、空き家バンク制度の周知により、

利活用を推進していきます。また、関係各課やＮＰＯなどと連携を図りながら空き家の活用

ニーズを把握し、転用の支援等を検討していきます。 

 

＜ネットワーク＞ 

・福山市など広域とつながる広域バス路線、JR福塩線については、鉄道事業者やバスと協働し

て一定の水準維持を行っていきます。 

・府中駅周辺と繋がる循環バスは、今後基盤の整備状況に合わせて路線の柔軟な見直しなど随

時行いながら、利便性を確保していきます。 

・上下駅周辺、府中駅周辺の各拠点と繋がる予約型乗合タクシーについてはダイヤ見直しや利

用対象地域の拡大の検討を進めます。 

・拠点間をつなぎ、生活を支えていく道路については、維持補修を継続していきます。 
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定量的目標の設定 
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第６章 目標値の設定と計画の進行管理 

 

（１）定量的目標の設定 

・本計画においては、今後も市街地の大きさを維持しながら、居住誘導区域において「住み

たい」「住み続けたい」と選ばれるような魅力をもった住環境整備を進め、近隣市町への

人口流出を食い止めていくことを目指しています。 

・居住誘導区域内の人口は、平成 22 年時点では約 18,860 人程度であり、区域全体の面

積に対する人口密度の平均は約 34人/haとなっていますが、現在の傾向のまま何の対策

も講じずに人口減少が推移した場合、平成 47 年には居住誘導区域内の人口は約 5,100

人減少し、人口密度は約 25人/haとなる見込みです。 

・そこで、本計画では、各誘導方針に沿って積極的に住環境の整備を進めるとともに、府中

市総合計画における施策の推進や他分野との連携を強化していくことで、近隣市町への人

口流出を抑制し、現在の人口を概ね維持することを目標に、平成４７年時点の居住誘導区

域内の人口を目標値として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住誘導区域内（約 557ha）の 

人口  ：約 18,860人 

人口密度：約 34人/ha 

平成 22年 

居住誘導区域内（約 557ha）の 

人口  ：約 13,750人 

    （平成 22年人口の 

約 7割） 

人口密度：約 25人/ha 

平成 47年 
（現在の傾向のまま推移した場合） 

居住誘導区域内（約 557ha）の 

人口  ：約 16,450人 

（平成 22年人口の 

約 9割） 

人口密度：約 30人/ha 

平成 47年（目標値） 

※平成22 年時点の人口：国勢調査メッシュ人口より 

※将来推計人口：国勢調査メッシュ人口および国⽴社会保障・人口問題研究所の将来推計を下に推計 

□居住誘導区域内の目標人口及び目標人口密度 
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（２）人口流出の抑制に向けた他分野との連携によるソフト施策の推進 

・本計画の策定により、都市機能の適正な立地や居住誘導区域内の居住環境を優先的に改善

するために都市基盤の整備などを行いますが、その効果を発揮するためには時間を要すこ

とが考えられます。そのため、早期に人口減少の抑制を図るため、下記に示す各分野と連

携した施策の推進を図ります。 

 

① 雇用創出や情報発信による移住・定住の促進 

・「ものづくり産業」を中心に、地域特性を生かした魅力ある企業と蓄積された技術を

生かして、新たなビジネス活動に積極的に挑戦する産業環境を創出することにより、

多様な働く場の充実を促進します。また、本市の優れたものづくりの技術をＰＲし、

「府中ブランド」の知名度を向上させ、首都圏アンテナショップを有効に活用し、戦

略的かつ効果的なプロモーションの展開により、ＵＩターン・移住者希望者の就職に

関する情報提供や相談事業などを実施します。 

・食・歴史・文化のみならず、産業観光・体験観光を振興し、市民・地域・企業が一体

となり「ものづくり」のもつ魅力を効果的に情報発信することにより、観光資源とし

ての価値を向上させ、交流人口の増加と回遊性を高め、魅力あるまちづくりを推進し

ます。 

② 地域包括ケアシステムの構築や医療提供体制の充実による住民サービスの向上 

・高齢者が地域でいつもまで安心して住み続けるために、高齢者の総合相談、権利擁

護、介護予防ケアマネジメント及び地域ケア会議等を通じたケアマネジメント支援な

ど、生活圏ごとに地域包括ケアシステムの構築に向けて、効果的・効率的な活動を展

開することにより将来に渡り住みやすいまちづくりを推進します。 

・市外からの医師招聘や、既存医療機関の承継及び新規医療機関の開設支援、更には将

来、医師として市内の医療機関等に勤務される方を対象とした医師育成奨学金奨学生

募集事業により、市民の生活を支える医療提供体制の充実を図ります。 

③ 出産・子育ての環境づくり 

・女性が安心して子育てできるまちを目指し、結婚、妊娠、出産に対する若者の意識醸

成に努めるとともに、周産期における相談・支援の強化を図り、「府中市で子育てし

てよかった」と実感できる子育て環境づくりに努めます。 

・コミュニティ・スクールの導入促進により、学校・家庭・地域が一体となって、地域

の子どもたちを育む学校づくりを推進します。 

④ 行政・住民・企業の協働によるまちづくりの推進 

・地域の産業や郷土の良さを学ぶため、地域・企業の人材や資源と連携し、郷土を知

り、愛着を深める学習を推進し、府中市の「ものづくり」産業に対する理解を深め、

技術を知り・学べる機会づくりを進めることで、若者の定住促進を図ります。 

・家庭や地域、職場の身近な人同士が信頼して助け合い、交流できる場や機会を増やす

ことで地域の絆を高めるともに、町内会、民生委員児童委員などの関係団体と協力し

た見守り活動の充実、地域のボランティア、ＮＰＯ等の団体の育成・支援を図ること

により、地域コミュニティーの活性化や定住・移住促進を図ります。 
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（３）計画の進行管理 

 

・本計画では、都市計画マスタープランの将来展望時期を見据えて、概ね２０年後の平成４７

年（２０３５年）を目標年次として、都市計画マスタープランで掲げた将来都市構造の実現

を目指して、誘導方針を位置づけました。 

・今後、方針に沿った誘導施策を検討・実行していく中で、長期的な視点の中で効果が発揮で

きるよう、継続して集約型都市構造に向けて取り組みを進めていきます。 

・このため、社会経済情勢の変化や上位計画・関連計画の見直しなどを踏まえ、より実効性の

高い計画とするため、概ね５年を目処に、PDCAサイクルによる計画の見直しをおこない

ながら目標の達成を目指していきます。 

・なお、進行管理においては、本計画策定を目的に立ち上げた府中市都市再生協議会において

実施し、所定の手続きに経て計画の見直しを行います。 

 

□PDCA サイクルによる進行管理 
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第７章 届出制度 

 

７-1. 居住誘導区域外 

・都市再生特別措置法第 88 条の規定に基づき、居住誘導区域外において、下記届出対象に

記載のいずれかの行為を行おうとする場合に、その行為に着手する 30 日前までに市長へ

の届出が原則必要となります。 

・ただし、法定の計画区域である府中市都市計画区域内で行う行為に限ります。 

 

□届出対象 

【開発行為の場合】 

① 3 戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

 

 

 

 

② 1 戸又は 2 戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建築等行為の場合】 

① 3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して 3 戸 以上の住宅とする場合    

届出が必要 

届出が必要 

（①の例示） 

（②の例示-1） 
1,200 ㎡ 

1 戸の開発行為 

届出不要 

（②の例示-2） 
800 ㎡ 

2 戸の開発行為 

3 戸の開発行為 

届出が必要 

3 戸の建築行為 

（①の例示） 

届出不要 

（②の例示） 

1 戸の建築行為 
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７-2. 都市機能誘導区域外 

・都市再生特別措置法第 108 条の規定に基づき、都市機能誘導区域外において、下記届出

対象に記載のいずれかの行為を行おうとする場合に、その行為に着手する 30 日前までに

市長への届出が原則必要となります。 

・ただし、法定の計画区域である府中市都市計画区域内で行う行為に限ります。 

 

【届出対象】 

●開発行為の場合 

・誘導施設を有する建築物の建築目的とする開発行為 

 

●建築行為の場合 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合 
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